
 

 

 

 

令和 5 年 10 月 1 日（日）～令和 5 年 12 月 31 日（日）

まで実施 

・遠回りになっても横断歩道や歩道橋を利用

する 

・横断時は周囲の安全をよく確認する 

  

 

 

 

 

発行責任者 松山南交通安全協会 

松山南安全運転管理者協議会 

松山市北土居 3 丁目 6-17 

℡（ 0 8 9 ） 9 5 8 - 6 5 5 8 

 

 

★松山南交通安全協会広報紙「安全協会 みなみ」は、皆様からご支援いただいた会費で作成されています★ 

 

 

 交通安全クイズや白バイ・パトカーの乗車体験などのスタンプラリーを

回り、本物そっくりの子ども免許証とお土産をゲットしよう( *´艸｀)！

ご家族揃ってお越しください♪ 

令和 5年 5月末現在、松山南警察署管内では、交通死亡事故が 3件発生し、4名の方（被害者

全員が歩行者）が亡くなっています。一人ひとりが思いやり運転や細やかな安全確認をし、交

通事故防止に努めましょう。 

 

令和 5 年 9 月 23 日（土） 

えひめこどもの城 あいあい児童館 

≪受付時間≫ 

   午前 10：00～12：00 

   午後 13：00～14：30 

 

 

 

交通死亡事故が多発しています！！ 

〈ライト点灯推奨時刻〉 

10月 17時 

11月・12月 16時 30分 

 

11・12月  16時 30分 

 

★歩行者★ 

★★ 

ドライバーは日没前に早めにライトを点灯することや、街灯が少

ない暗い道などを走行する時は、前照灯を上向き（ハイビーム）

にすることで、交通弱者の早期発見につながります。 

歩行者は、反射材と明るい色の服装を着用し、周囲から自分を見

つけてもらう工夫をしましょう。 

 

・慣れた道でも油断せず、緊張感をもって運転する 

・「かもしれない運転」で周囲に潜む危険を予測・

回避する 

★ドライバー★ 

★★ 


